
６
月
の
総
務
委
員
会
で
要
介
護
３
以

上
が
対
象
の
障
害
者
控
除
の
拡
大
を
求

め
る
陳
情
が
区
民
か
ら
出
さ
れ
、
全
会

一
致
で
可
決
。
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

詳
細
は
こ
れ
か
ら
検
討
し
ま
す
。

審
査
冒
頭
で
「
広
げ
る
方
向
で
見
直

す
必
要
が
あ
る
」
と
区
が
説
明
。
周
辺

区
と
比
べ
て
対
象
が
狭
い
状
況
（
裏
面

に
記
載
）
も
あ
り
、
陳
情
の
提
出
に
よ

り
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

共
産
党
は
も
ち
ろ
ん
賛
成
し
、
各
会

派
の
態
度
も
最
終
的
に
は
全
会
一
致
で

趣
旨
採
択
に
。
こ
れ
ま
で
自
民
・
公
明

等
は
区
が
実
施
す
る
と
説
明
し
た
ら
、

そ
れ
を
理
由
に
不
採
択
に
し
て
き
ま
し

た
が
、
今
回
の
結
果
は
画
期
的
で
す
。

し
か
し
、
制
度
自
体
が
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
昨
年
度
、
要
介
護
３
以
上
の

方
は
４
６
１
０
人
も
い
ま
す
が
、
認
定

さ
れ
た
方
は
１
６
２
人
の
み
。
介
護
認

定
す
る
際
に
申
請
書
を
渡
す
な
ど
対
象

者
に
は
し
っ
か
り
周
知
す
べ
き
で
す
。
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のだて
事務所：品川区豊町6-2-1 ℡：03-3786-6674
区議控室：品川区広町2-1-36 ℡：03-5742-6818

と し

稔史
ふ み

日本共産党 品川区議会議員 区政報告

のだて稔史プロフィール

1985年品川区生まれ、41歳。八潮北小、八潮中、都立雪谷高校、東洋大学工学部建築学科卒。建築設計事務所で
6年間働く。2015年4月初当選。戸越5丁目在住。家族は両親と兄。ジブリ映画、バドミントン、テニスが好き。

ニ
ュ
ー
ス

区
政
報
告
に
つ
い
て

ご
意
見
、
ご
要
望
を

お
寄
せ
下
さ
い
。

税法上の障害者控除の対象

陳
情
し
た
こ
と
で
対
象
拡
大

要介護２以下に拡大

制
度
が
知
ら
れ
て
い
な
い

障害者控除とは？
納税者本人、または同一生計の配偶者

や扶養親族が所得税法上の「障害者」に

当てはまる場合に、一定の金額を所得か

ら差し引くことができる（所得控除）税

制上の制度です。控除を受けることで所

得税や住民税の負担が軽減されます。

障害者手帳等を持ってない65歳以上の

方でも、障害者に準ずると区が認める場

合には、「障害者控除対象者認定書」が

発行されます。非課税になれば介護保険

料なども安くなります。

障害者控除は納税者自身だけでなく同

一生計配偶者、扶養親族が特別障害者で

同居している場合も適用できます。

問合せは品川区高齢者福祉課まで。

電話：03-5742-6731

FAX：03-5742-6881

区分 所得税 住民税

障害者 27万円 26万円

特別障害者(重度) 40万円 30万円

同居特別障害者 75万円 53万円
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７月14日(火) 午後６時～８時

会場：のだて稔史事務所 豊町６-２-１

お気軽にご相談下さい。弁護士と一緒にお話を伺います。

できるだけ事前にご連絡下さい。℡３７８６-６６７４

法
律
相
談

無
料

▲のだて稔史
公式ラインに
ご登録下さい

自治体 障害者控除 特別障害者控除

品川区 要介護３ 要介護４・５

大田区
・要支援１以上かつ障害自立度がＡ

以上又は認知自立度がⅡ以上

・要支援１以上かつ障害自立度がＢ以上

又は認知自立度がⅢ以上

・６か月以上障害自立度がＢ以上

世田谷区
・要支援１以上かつ障害自立度がＡ

以上又は認知自立度がⅡ以上

・６か月以上要介護３以上で寝たきり

・要介護３以上かつ障害自立度がＢ以上

又は認知自立度がⅢ以上

渋谷区
・要支援１以上で障害自立度がＡ1以

上又は認知自立度がⅡa以上

・要介護４以上で障害自立度がＣ1以上

（６か月以上寝たきり）

・要介護３以上で障害自立度がＢ1以上

又は認知自立度がⅢa以上

港区

・要介護１以上で障害自立度がＡ1以

上又は認知自立度がⅡa以上

・医師による診断書等

・要介護１以上で障害自立度がＢ1以上

又は認知自立度がⅢa以上

・医師による診断書等

目黒区
・要介護２以上で障害自立度がＡ1以

上又は認知自立度がⅡa以上

・要介護４・５

・要介護３で障害自立度がＢ1以上又は

認知自立度がⅢa以上

※40歳以上～65歳未満の介護認定者は要

介護３以上で障害自立度がＢ1以上

近隣区の65歳以上の障害者に準ずる者の基準

※
自
立
度
は
平
成
14
年
８
月
の
厚
労
省
の
事
務
連
絡
で
参
考
基
準
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す

▲6/28、品川革新懇が小森陽一氏を招き講演会を行い
ました。9条ができた歴史や9条の会として活動してき
た経験などを語り、9条が実際に歯止めとなっていると
力説しました。憲法9条の大切さを実感しました。

▲戸越公園駅前で9条改悪に反対し、守り
活かす署名の協力を訴えました。足を止め
て署名をしてくれる方がいました。まだ署
名してない方はぜひご協力ください。


